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○ 栃 木 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 規 則 第 三 十 二 号

栃 木 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 条 例 第 百 十 八 条 第 一 項 の 中 古 車 販 売 業 者 で 規 則 （ 条 例 第 百 十 八 条 第 一 項 の 中 古 車 販 売 業 者 で 規 則

で 定 め る も の 等 ） で 定 め る も の 等 ）

第 二 十 条 条 例 第 百 十 八 条 第 一 項 の 中 古 車 販 売 業 者 第 二 十 条 条 例 第 百 十 八 条 第 一 項 の 中 古 車 販 売 業 者

で 規 則 で 定 め る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 の で 規 則 で 定 め る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 の

い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。 い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。

一 略 一 略

二 地 方 税 に 関 す る 法 令 の 規 定 に よ り 罰 金 以 上 の 二 地 方 税 に 関 す る 法 令 の 規 定 に よ り 罰 金 以 上 の

刑 に 処 せ ら れ 、 又 は 法 二 十 二 条 の 二 十 八 第 一 項 刑 に 処 せ ら れ 、 又 は 法 に お い て 準 用 す る 国 税 犯

の 規 則 取 締 法 （ 明 治 三 十 三 年 法 律 第 六 十 七 号 ） の 規

定 に よ り 通 告 処 分 定 に よ り 通 告 処 分 （ 科 料 に 相 当 す る 金 額 に 係 る

を 受 け た 者 に あ っ て は 、 そ 通 告 処 分 を 除 く 。 ） を 受 け た 者 に あ っ て は 、 そ

れ ぞ れ 、 そ の 刑 の 執 行 を 終 わ り 、 若 し く は 執 行 れ ぞ れ 、 そ の 刑 の 執 行 を 終 わ り 、 若 し く は 執 行

を 受 け る こ と が な く な っ た 日 又 は そ の 通 告 の 旨 を 受 け る こ と が な く な っ た 日 又 は そ の 通 告 の 旨

を 履 行 し た 日 か ら 三 年 を 経 過 し て い る こ と 。 を 履 行 し た 日 か ら 三 年 を 経 過 し て い る こ と 。

三 略 三 略

２ 略 ２ 略

（ 文 書 等 の 様 式 ） （ 文 書 等 の 様 式 ）

第 二 十 四 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 文 書 等 の 様 式 第 二 十 四 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 文 書 等 の 様 式

は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 。 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 。

文 書 等 の 種 類 様 式 文 書 等 の 種 類 様 式

一 ～ 三 十 略 一 ～ 三 十 略

三 十 一 削 除 三 十 一 納 付 済 通 知 書 別 記 様 式 第 三 十 一 号

三 十 二 ～ 六 十 八 略 三 十 二 ～ 六 十 八 略

六 十 九 不 動 産 取 得 税 に 略 六 十 九 不 動 産 取 得 税 に 略

係 る 家 屋 附 帯 設 備 価 額 係 る 家 屋 附 帯 設 備 価 額

申 出 （ 還 付 申 請 ） 書 申 出 （ 還 付 申 請 ） 書

（ 条 例 第 七 十 三 条 第 六 （ 条 例 第 七 十 三 条 第 六

項 及 び 法 第 七 十 三 条 の 項 及 び 法 第 七 十 三 条 の

二 第 八 項 の 規 定 に よ る 二 第 七 項 の 規 定 に よ る

申 出 又 は 還 付 申 請 書 ） 申 出 又 は 還 付 申 請 書 ）

七 十 ～ 九 十 三 略 七 十 ～ 九 十 三 略
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○ 栃 木 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正

栃 木 県 規 則 第 三 十 二 号

栃 木 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 三 十 年 三 月 三 十 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

栃 木 県 県 税 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 規 則 第 十 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 正 後 改 正 前

（ 条 例 第 百 十 八 条 第 一 項 の 中 古 車 販 売 業 者 で 規 則 （ 条 例 第 百 十 八 条 第 一 項 の 中 古 車 販 売 業 者 で 規 則

で 定 め る も の 等 ） で 定 め る も の 等 ）

第 二 十 条 条 例 第 百 十 八 条 第 一 項 の 中 古 車 販 売 業 者 第 二 十 条 条 例 第 百 十 八 条 第 一 項 の 中 古 車 販 売 業 者

で 規 則 で 定 め る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 の で 規 則 で 定 め る も の は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 の

い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。 い ず れ に も 該 当 す る も の と す る 。

一 略 一 略

二 地 方 税 に 関 す る 法 令 の 規 定 に よ り 罰 金 以 上 の 二 地 方 税 に 関 す る 法 令 の 規 定 に よ り 罰 金 以 上 の

刑 に 処 せ ら れ 、 又 は 法 二 十 二 条 の 二 十 八 第 一 項 刑 に 処 せ ら れ 、 又 は 法 に お い て 準 用 す る 国 税 犯

の 規 則 取 締 法 （ 明 治 三 十 三 年 法 律 第 六 十 七 号 ） の 規

定 に よ り 通 告 処 分 定 に よ り 通 告 処 分 （ 科 料 に 相 当 す る 金 額 に 係 る

を 受 け た 者 に あ っ て は 、 そ 通 告 処 分 を 除 く 。 ） を 受 け た 者 に あ っ て は 、 そ

れ ぞ れ 、 そ の 刑 の 執 行 を 終 わ り 、 若 し く は 執 行 れ ぞ れ 、 そ の 刑 の 執 行 を 終 わ り 、 若 し く は 執 行

を 受 け る こ と が な く な っ た 日 又 は そ の 通 告 の 旨 を 受 け る こ と が な く な っ た 日 又 は そ の 通 告 の 旨

を 履 行 し た 日 か ら 三 年 を 経 過 し て い る こ と 。 を 履 行 し た 日 か ら 三 年 を 経 過 し て い る こ と 。

三 略 三 略

２ 略 ２ 略

（ 文 書 等 の 様 式 ） （ 文 書 等 の 様 式 ）

第 二 十 四 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 文 書 等 の 様 式 第 二 十 四 条 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 文 書 等 の 様 式

は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 。 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る と こ ろ に よ る 。

文 書 等 の 種 類 様 式 文 書 等 の 種 類 様 式

一 ～ 三 十 略 一 ～ 三 十 略

三 十 一 削 除 三 十 一 納 付 済 通 知 書 別 記 様 式 第 三 十 一 号

三 十 二 ～ 六 十 八 略 三 十 二 ～ 六 十 八 略

六 十 九 不 動 産 取 得 税 に 略 六 十 九 不 動 産 取 得 税 に 略

係 る 家 屋 附 帯 設 備 価 額 係 る 家 屋 附 帯 設 備 価 額

申 出 （ 還 付 申 請 ） 書 申 出 （ 還 付 申 請 ） 書

（ 条 例 第 七 十 三 条 第 六 （ 条 例 第 七 十 三 条 第 六

項 及 び 法 第 七 十 三 条 の 項 及 び 法 第 七 十 三 条 の

二 第 八 項 の 規 定 に よ る 二 第 七 項 の 規 定 に よ る

申 出 又 は 還 付 申 請 書 ） 申 出 又 は 還 付 申 請 書 ）

七 十 ～ 九 十 三 略 七 十 ～ 九 十 三 略
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九 十 四 及 び 九 十 五 削 除 九 十 四 削 除

九 十 五 自 動 車 税 納 付 済 別 記 様 式 第 九 十 五 号

通 知 書

九 十 六 ～ 百 四 十 略 九 十 六 ～ 百 四 十 略

別 記 様 式 第 三 十 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

別記様式第31号削除

別 記 様 式 第 七 十 三 号 中

「

既存住宅の 既存住宅の

を

取得予定日 新築年月日

」

「

既存住宅の 既存住宅の

取得予定日 新築年月日

に 改 め

耐震改修 居住開始

完了予定日 予定日

」

る 。

「 「

地方税法附則第
地方税法附則第

別 記 様 式 第 七 十 四 号 中

11条の４第４項

を 11条の４第４項に 改 め る 。

又は第６項

」 」

「 「

地方税法附則第
地方税法附則第

別 記 様 式 第 七 十 五 号 中

11条の４第５項

を 11条の４第５項に 改 め る 。

又は第７項

」 」

別 記 様 式 第 九 十 四 号 及 び 別 記 様 式 第 九 十 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

別記様式第94号及び別記様式第95号削除

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 地 方 税 法 及 び 航 空 機 燃 料 譲 与 税 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 九 年 法 律 第 二 号 。

以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） に お

い て 準 用 す る 国 税 犯 則 取 締 法 （ 明 治 三 十 三 年 法 律 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に よ る 通 告 の 旨 を 履 行 し た 日 か ら 三 年

を 経 過 し て い な い 者 及 び こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 改 正 法 附 則 第 四 条 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と

と さ れ た 通 告 処 分 を 受 け た 者 に 対 す る 栃 木 県 県 税 条 例 施 行 規 則 第 二 十 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 改 正 後 の 同 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 改 正 前 の 栃 木 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 諸 用 紙 は 、 当 分 の

間 、 所 要 の 補 正 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。
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九 十 四 及 び 九 十 五 削 除 九 十 四 削 除

九 十 五 自 動 車 税 納 付 済 別 記 様 式 第 九 十 五 号

通 知 書

九 十 六 ～ 百 四 十 略 九 十 六 ～ 百 四 十 略

別 記 様 式 第 三 十 一 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

別記様式第31号削除

別 記 様 式 第 七 十 三 号 中

「

既存住宅の 既存住宅の

を

取得予定日 新築年月日

」

「

既存住宅の 既存住宅の

取得予定日 新築年月日

に 改 め

耐震改修 居住開始

完了予定日 予定日

」

る 。

「 「

地方税法附則第
地方税法附則第

別 記 様 式 第 七 十 四 号 中

11条の４第４項

を 11条の４第４項に 改 め る 。

又は第６項

」 」

「 「

地方税法附則第
地方税法附則第

別 記 様 式 第 七 十 五 号 中

11条の４第５項

を 11条の４第５項に 改 め る 。

又は第７項

」 」

別 記 様 式 第 九 十 四 号 及 び 別 記 様 式 第 九 十 五 号 を 次 の よ う に 改 め る 。

別記様式第94号及び別記様式第95号削除

附 則

１ こ の 規 則 は 、 平 成 三 十 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 規 則 の 施 行 の 際 地 方 税 法 及 び 航 空 機 燃 料 譲 与 税 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 平 成 二 十 九 年 法 律 第 二 号 。

以 下 「 改 正 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） に お

い て 準 用 す る 国 税 犯 則 取 締 法 （ 明 治 三 十 三 年 法 律 第 六 十 七 号 ） の 規 定 に よ る 通 告 の 旨 を 履 行 し た 日 か ら 三 年

を 経 過 し て い な い 者 及 び こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に 改 正 法 附 則 第 四 条 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と

と さ れ た 通 告 処 分 を 受 け た 者 に 対 す る 栃 木 県 県 税 条 例 施 行 規 則 第 二 十 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 の 適 用 に つ い て

は 、 改 正 後 の 同 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 存 す る 改 正 前 の 栃 木 県 県 税 条 例 施 行 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 諸 用 紙 は 、 当 分 の

間 、 所 要 の 補 正 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

-
3

-

（ 税 務 課 ）

○指定管理者の指定期間の変更

栃木県告示第175号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項の規定により、指定管理者の指定期間を変更したの

で、栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年栃木県条例第４号）第８条第１

項の規定により次のとおり告示する。

平成30年３月30日

栃木県知事 福 田 富 一

施設の名称
指 定 管 理 者 の 名 称 及 び

変 更 前 変 更 後
その代表者又は管理人の氏名

栃木県産業会館 一般社団法人栃木県産業会館 平成27年４月１日から 平成27年４月１日から

会長 関 口 快 流 平成30年３月31日まで 平成31年３月31日まで

（産業政策課）

○公の施設の使用料の徴収事務の委託

栃木県告示第176号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次のとおり公の施設の使用料の徴

収事務を委託したので、同条第２項の規定により告示する。

平成30年３月30日

栃木県知事 福 田 富 一

委 託 を 受 け た 者

公の施設
委 託 事 務 の 内 容 委 託 期 間 所 管 課

の 名 称 主たる事務所の
名 称

所 在 地

栃木県産 宇都宮市中央三 一般社団法人栃 栃木県産業会館設置、管 平成30年４月１ 産業労働観光

業会館 丁目１番４号 木県産業会館 理及び使用料条例（昭和 日から平成31年 部

56年栃木県条例第20号） ３月31日まで 産業政策課

第８条に規定する使用料

の徴収事務

（産業政策課）

告 示

　───────────────────────────────────────────────


